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   開     議 

 

 

○佐々木謙二議長 おはようございます。 

 これより本日の会議を開きます。 

 本日の会議に欠席の通告議員は、12番、藤原

民夫議員の１名であります。よって、ただいま

の出席議員は定足数に達しております。 

 なお、藤原民夫議員から一般質問を取り下げ

る旨の申し出があり、許可いたしました。 

 また、本日の会議に平 正行中央公民館長の

出席を要請しておりますので、ご報告いたしま

す。 

 初めに、お諮りいたします。 

 飯田武志監査委員から９月１日の本会議にお

ける発言について、ほかの監査委員との合議に

反するところがあったため、会議規則第65条の

規定に準じ発言取消申出書に記載した部分を取

り消したい旨の申し出がありました。この取り

消し申し出を許可することにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○佐々木謙二議長 ご異議なしと認めます。 

 よって、飯田武志監査委員からの発言取り消

し申し出を許可することに決定いたしました。 

 なお、会議規則第80条の規定により、ただい

ま取り消しを許可した発言は会議録に掲載しな

いことといたします。 

 本日の会議は、配付しております議事日程第

３号をもって進めます。 

 

 

 日程第１ 市政一般に関する質問 

 

 

○佐々木謙二議長 日程第１、市政一般に関する

質問を昨日に引き続き行います。 

 それでは、順次ご指名いたします。 

 

 

 大道寺 信議員の質問 

 

 

○佐々木謙二議長 順位６番、議席番号４番、大

道寺 信議員。 

  （４番大道寺 信議員登壇） 

○４番 大道寺 信議員 おはようございます。 

 本定例会に当たり、通告してあります２点に

ついて質問をいたします。 

 まず第１点目は、公民館の指定管理者制度導

入について質問をいたします。 

 公民館のあり方については、これまでに幾度

となく質問させていただきましたが、本定例会

では議案第76号で指定管理者制度導入にかかわ

る条例改正の提案がなされておりますので、た

びたびの質問になりますけれども、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 私は、６月の定例会では指定管理者制度全般

について質問し、導入の検討に当たっては基本

６項目に沿って判断すること、所管課のみなら

ず関係課とも連携し検討すること、自立計画や

集中改革プランにとらわれず十分な検討を行う

こととの答弁を受けたところであります。今回

の公民館に指定管理者導入の検討に際しては、

関係課との連携や庁議での十分な議論を経てま

とめられたとお聞きしておりますが、私の能力

がないのが一番の要因だと思いますけれども、

十分に理解できないことから以下質問するもの

であります。 

 まず第１点目は、今後の公民館に期待するも

のは何かについてお聞きをいたします。 

 市長は、平成19年度の施政方針で「まちづく

りの主な施策として地区公民館を核とした地域

コミュニティの活性化を目指す」と言われてい
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ます。その具体的な考え方については、昨年９

月の私の一般質問では、公民館は昭和63年から

長井方式という民意主導の運営を続けており、

今の言葉とすれば協働事業に位置づけられるも

のでないかと思っております。公民館でも生涯

学習関連の事業が現在約６割、そしてまちづく

り事業、自治活動とも言うべきものが４割を占

めているという実態があると思いますが、公民

館がまちづくりの核としてその役割を担ってい

ただいてることもよく私もこの半年で理解して

いるところであります。長井方式をとったとき

から20年近くがたちましたので、当然といえば

当然のことではございますけれども、教育委員

会としてはっきりした公民館の指針を示す必要

があります。社会教育委員会等にご意見をいた

だきながら議論を深め、ある程度時間をかけな

がら公民館のあり方を決めることが大事と考え

ております。指針が決まった時点で具体的な方

策に入りたい。また、公民館を単に市役所の出

先にするとか、あるいは自治コミュニティセン

ターにするとか、そういったことで考えている

のではございません。あくまでも小学校の学区

単位内の地区公民館活動というのが例えば協働

のまちづくりを進める上でもやはり核となるべ

きだろうと答弁されています。 

 今回の公民館に指定管理者制度導入すること

は、昨年度策定した長井市公民館振興計画に基

づいた具体的な方策として進めるという考え方

であると言われるのだろうと思いますが、市長

が言われる地区公民館を核とした地域コミュニ

ティの活性化を目指すことの最終的な姿なのか、

さらに今後の公民館に期待するものは何かにつ

いて市長のお考えをお伺いをいたします。 

 次に、指定管理者制度導入によって何が変わ

るかについてお聞きをいたします。 

 この間２回の総務・文教常任委員会協議会で

説明を受けましたが、何が変わるのかはっきり

したことがわかりません。説明の内容から私な

りに解釈すると、まちづくり事業を明確に位置

づけたこと、指揮命令権の課題解消のため公民

館長と主事を同じ組織とすることに集約される

のではないかと思います。しかし、まちづくり

事業は現在でも４割を占めてるという実態であ

り、指定管理者を導入したから変わるものでは

もありません。また、指揮命令の問題は、直営

にして市の嘱託職員とする方法もできると思い

ますが、なぜ指定管理者でなければならないの

か理由が明確ではありません。指定管理者制度

の目的は、住民サービスの向上と管理経費の縮

減であると考えますが、それが十分実現できる

かという点でも疑問を感じざるを得ません。導

入によって何が変わるのか教育長にお伺いをい

たします。 

 第３点目は、まちづくり事業が主になる可能

性が高いのではないかについてお聞きをいたし

ます。 

 公民館振興計画では、公民館のあり方は社会

教育法に基づく公民館とし、まちづくり事業を

公民館の事業に含める方式にまとまったとして

います。現在の活動は、生涯学習関連の事業が

現在約６割、そしてまちづくり事業、自治活動

とも言うべきものが４割を占めていると言われ

ておりますが、今後、指定管理者に移行するこ

とによってまちづくり事業がふえ、この事業が

主となる可能性が高くなるのではないかと考え

ます。導入に当たっては、指定管理者の選定は

非公募で運営協議会にしていくとの考えが示さ

れておりますが、現在の組織から指定管理者と

しての組織に改編していくことになると思いま

す。もちろん生涯学習を中心とした事業を実施

することを前提とした組織の堅持を求めること

になると思いますが、まちづくり事業を明確に

位置づけたことによりふえてくる可能性は大き

いと思います。説明でも正式な事業として位置

づけたことにより、国、県、外郭団体、財団等

の補助金等を積極的に受けることによってまち
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 第５点目は、平成21年度から全館で実施でき

るのかについてお聞きをいたします。 

づくり事業の広がりが進むと考えられますと言

われております。現在も既に４割がまちづくり

事業になっていること、今後もふえていくこと

が考えられる中で導入後、市としての所管は教

育委員会の文化生涯学習課に置くとなっていま

すが、市長部局の関係課との調整もふえてくる

ものと考えられます。スムーズに運営できるの

か、また各地区公民館の活動に地域差が大きく

出てくるなどの課題もあると思います。これら

についてどのように考えるかについて中央公民

館長の考えをお聞きをいたします。 

 先ほども触れましたとおり、各地区ごとの運

営協議会を指定するとしていますが、現在の運

営協議会を改編し、体制を整える必要がある中

で平成21年度から６地区公民館全館が実施でき

るのか、その見通しについてお聞きをいたしま

す。それぞれの地区の事情に違いがあると思い

ますし、また協定する内容もそれぞれ違いがあ

ると想定されます。中央公民館長から現在の状

況についてお聞かせをいただきたいと思います。 

 大きな２点目は、経済動向と今後の取り組み

についてお聞きをいたします。 

 第４点目は、地域コミュニティ事業の具体的

内容と今後の展開についてお聞きをいたします。 

 日本経済は、景気後退局面に入ったと言われ

ております。その要因は、アメリカのサブプラ

イムローン問題の影響に加えて大幅な原油高、

原料高が大きな影響を与えていることはご承知

のとおりであります。この影響は、トヨタが来

年度の販売台数を下方修正するなど企業の景況

感が悪化の方向にあり、中小企業は原料高を販

売価格に転嫁できないことなどからさらに厳し

い環境に直面をしております。また、私たちの

生活にも大きな影響を与えています。ガソリン

の高騰、食料品を初め生活関連商品の相次ぐ値

上げにより家計は圧迫をされています。政府は、

緊急経済対策をまとめ、臨時国会で審議すると

していますが、どの程度の効果があるのか不透

明であり、かつ福田首相の突然の辞任によりど

う進んでいくのか不透明であり、その動向を注

視しなければならないと思います。こういった

状況を踏まえ、以下３点について質問いたしま

す。 

 私は、本年３月定例会において平成20年度予

算では社会教育費の公民館振興事業委託料の中

にコミュニティ事業として48万円が計上されて

います。６地区公民館に１館当たり８万円で各

地区それぞれ必要な事業を行うということです

が、その目的と各館での具体的な事業は何かと

の質問をいたしました。文化生涯学習課長から

は、地域コミュニティの強化を目的に、支え合

う地域社会の創造を目指した事業展開が可能に

なるよう従来の公民館振興事業委託料に特別枠

を設けたもので、平成20年度は試験的に実施す

るというふうに考えておるところです。各地区

公民館での具体的な事業内容はまだ出ていませ

んが、考え方として、１番目に支え合う社会の

創造を目指して地域の核となる公民館づくりの

ための組織の検討、２点目といたしまして協働

のまちづくり、自主・自立、公民館運営の長井

方式の継続発展というところをキーワードとし

たコミュニティ強化の方策、この２点を探る事

業展開にしてまいりたいというふうにと考えて

おりますとの答弁を受けたところであります。

今後の公民館活動にかかわる施策とのことです

ので、その具体的内容と指定管理者導入後には

どのように展開するかについて中央公民館長に

お聞きをいたします。 

＋

 まず第１点目は、現在の経済動向と影響をど

うとらえておられるのかについてであります。 

 日本全体の動向は先ほども触れたとおりです

が、市長はどのようにとらえておられるのか、

まずお聞きをいたします。本定例会でもこの原

油高、原料高の影響に関連する請願が３件出て
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いることからもわかるように、あらゆる産業分

野に影響が出てると言えます。長井市における

経済動向とその影響についてお聞きをいたしま

す。また、現時点での対応策についてお考えが

あればお聞かせをいただきたいと思います。 

 第２点目は、経済再生戦略会議と既存施策と

の関連をどう考えていくかについてお聞きをい

たします。 

＋ ＋

 私は、本年３月定例会において、１つには、

これまで取り組んできた産業活性化会議等で検

討されたものを生かしながら進める必要がある

と考えますが、経済再生戦略会議との関連をど

のように整理されるか、２つとして計画づくり、

プランだけに終わらせない運営をしていく必要

があるのではないかと質問をいたしました。市

長からは整理して進めていきたい旨の答弁があ

り、８月20日の総務・文教委員会協議会には経

済再生戦略会議の進め方について説明がありま

した。その内容は、３つのテーマ別に分科会を

設置し、専門家にコーディネーターを依頼、５

名程度の市民委員を選定、担当課及び職員も加

え検討すべき方向を議論していくこと、またシ

ンポジウムの開催、パブリックコメントなどを

反映し構想をまとめていくなどが示されました。

会議の進め方は、計画をつくる体制としては異

論ありませんが、分野別にとって現在進めてい

る施策との関連をどのようにするかを整理して

おく必要があると考えます。現在進めている施

策が再生戦略としても十分効果ある施策であれ

ば戦略施策として位置づけ、さらにグレードア

ップしながら進めるといった整理をしていく必

要があると思います。今日の経済動向の中では、

早急に成果が求められる状況にあると思います。

既存施策との関連をどう整理していくのか、お

聞きをいたします。また、今後のスケジュール

はどのように考えているのか。市長は３月定例

会の答弁で、経済再生戦略会議については委員

の皆様のさまざまな立場、視点からのご意見を

共通認識に立てる施策に権威づけし、取り組み

方針としてまとめていきたい。そして20年度中

にこれを大体取りまとめて、21年度からはその

ための実践のプロジェクトとして庁内にそれぞ

れのプロジェクトを立ち上げたいと言われてお

りますが、これに沿って進めるのか、企画調整

課長にお聞きをいたします。 

 最後の質問は、雇用創造促進事業の成果と課

題及び今後の展開についてお聞きをいたします。 

 雇用創造促進事業については、本年度が最終

年度として取り組んできた事業で、平成19年度

は雇用創出数の目標が観光物産関係で５名、製

造業関係で33名の計38名に対し、実績は観光物

産関係で51名、製造業関係で３名の計54名とな

り、総数では目標を達成したものの製造業関係

では大きく目標から下回っています。そこで、

この事業の成果と課題についてどう考えておら

れるのかについてお聞きをいたします。特に観

光物産関係では目標を大きく上回っております

が、雇用者は常用雇用者がふえたのか、製造業

が目標を下回った要因は何か等についてもお聞

かせをいただきたいと思います。あわせて来年

度以降これまでの取り組みをどのように生かし

ていくのかについての考えを商工観光課長にお

聞きし、壇上からの質問終わります。ご清聴あ

りがとうございました。（拍手） 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 おはようございます。 

 大道寺 信議員のご質問にお答えいたします。 

 大道寺議員からは２点につきまして大変示唆

の富んだご質問、ご提言をいただきまして、ま

ことにありがとうございます。 

 まず最初に、公民館の指定管理者制度導入に

ついてでございますが、議員からは地区公民館

を核とした地域コミュニティの活性化を目指す

ことの最終的な姿なのか、また今後の公民館に

期待するものは何かというご質問いただきまし

た。 
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 公民館につきましては、社会教育法の設置目

的にもあるように、戦後、地域づくり、人づく

りのための社会教育の中核施設として建てられ

たというふうに理解しております。社会教育と

いうのは、参加するかしないかは学習者の自由

であっても意図的、計画的なものでありますか

ら、必要課題、要求課題のバランスをとりなが

ら行政主導で運営されてきたのではないかとい

うふうに考えております。 

＋

 昭和63年から住民主導型のいわゆる長井方式

の運営がなされてきたのは画期的なことでござ

いまして、そういう意味では現在の世の中の流

れ、動きでもあるというふうに思います。教育

の自由化、民間活力の導入という流れを先取り

した形になっていたのではないかなと考えてお

ります。 

 今後の公民館に期待することは、地域課題に

即した生涯学習を意図的に仕組みながら、その

成果を地域づくりに生かしてほしいこと、そし

てより一層住民参加型の地域づくりを進めてほ

しいということでございます。そして地域課題

に即した事業を実施可能とした長井方式を推進

するために組織をより強固なものとした上で自

主・自立と協働のまちづくりを進め、いわゆる

地域力を高めながら地域の核としての役割を醸

成し、地域の推進母体となる公民館になること

を期待するものでございます。 

 指定管理者が最終的な姿なのかというご質問

については、指定管理者制度の導入は手段であ

って目的ではございません。長井方式をさらに

推し進めながら地域のまちづくりの推進母体と

して役割を果たすスタイルが私の考える姿でご

ざいます。もし将来の市町村合併等があった場

合でも地域力があるなら紛れもないまちづくり

が推進できるものというふうに考えております。

市といたしましては、生涯学習を主にまちづく

り事業を加える公民館といたしまして、その後

の社会情勢や多くの市民の皆様のご意見を整理

し、進めてまいりたいと考えております。 

 次に、２点目の経済動向と今後の取り組みに

ついてお答えいたします。 

 議員からは現在の経済動向と影響をどうとら

えているか、日本全体の動向をどのようにとら

えてるかということでございますが、2006年末

にはいざなぎ景気を超える長期の好景気という

ふうに言われましたが、私ども長井市を含めた

地方においてはその実感が全くないというのが

実態であったと思います。逆に、地方と大都市

の格差、ワーキングプア等の所得格差問題があ

る状況になったというのが当時の私ども地方の

実感であったというふうに考えております。 

 こうした状況の中で、ことし新年早々からサ

ブプライムローン問題とご指摘の原油高、原料

高の状況は日本経済全体の先行きを不透明にし

ているというふうに思います。日本商工会議所

の早期景気観測調査によりますと、平成19年８

月でマイナス32％であったのが年末にはマイナ

ス40％を超え、さらにことし６月時点ではマイ

ナス56％まで落ち込んでおります。これはすな

わち業況がよいとする事業所の割合よりも悪い

とする事業所が56％も多いという実態でござい

ます。今後の景気は、一層厳しくなるものと観

測結果が出されております。私も経済的にも、

また社会的にも予断を許さない状況にあると考

えており、大道寺議員と同じ認識に立っている

ものと思っております。 

 次に、長井市における経済動向とその影響を

どのようにとらえているかというご質問でござ

いますが、長井市の経済動向は、製造業におい

て昨年末までは多忙とする企業も多数見られて

おりました。しかし、ことしに入りまして仕事

量が減少しているというふうに聞いております。

さらに原材料費の高騰は、原材料自社調達して

いる企業には影響が大きく、材料購入価格が数

倍にはね上がるなど経営を圧迫しているという

状況だと思います。各企業は、材料費高騰分の

―７９― 
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単価への上乗せ等も要求しておりますが、認め

られない場合は最悪受注をお断りするなどのケ

ースもあるようでございます。 

＋ ＋

 小売業等については、材料費高騰分が販売価

格に転嫁、一般消費者の家計に影響していると

いうふうに思います。また、単価に転嫁しにく

い業種への影響は極めて大きく、国、県に対し

て事情を説明し、支援を要請していく必要があ

るのではないかと考えております。 

 そのほか県、ハローワーク、銀行等からの報

告でございますが、まず山形県統計企画課で出

している山形県経済動向月例報告によりますと、

「７月から８月にかけて足踏み状態から弱含み

傾向になりつつある」と総括しております。ハ

ローワーク長井の有効求人倍率もことしの４月

以降は0.7台で推移しております。また、市内

の金融機関の預金貸出金の状況をお伺いします

と貸出額が昨年同期に比べて極めて低い状況に

あり、設備投資等の資金需要が手控えられてい

るというような状況であると把握しております。

中小企業の多い地域経済にとっては、仕入れ価

格の高騰に伴う採算の悪化、消費の低迷による

売り上げの減少など厳しい状況が続くものと考

えております。 

 それで最後にではございますが、それでは現

時点での対応策についての考えはあるのかとい

うご質問でございます。現時点での対応策につ

きましては、原材料費高騰を吸収できない各業

種、企業の負担をいかに軽減できるかというこ

とだと思います。各業種の動向を見ながら国に

おける適切な対策を期待するものでございます。 

 また、中長期的には、長井は基盤技術による

ものづくり力は全国的にも知られるところとな

っておりますし、今後の東北地域への自動車産

業等の立地という絶好のタイミングにあります

ことから受注の拡大あるいは企業誘致等を目指

した努力を行い、地域経済の安定化に努めてい

くことが必要であろうというふうに考えてると

ころでございます。以上です。 

○佐々木謙二議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 おはようございます。 

 大道寺議員からは指定管理者制度導入によっ

て何が変わるのかというご質問ですが、お答え

をしたいと思います。 

 長井市のこれまでの公民館運営は住民主導型

の長井方式で、限りなく指定管理者制度に近か

ったのでないかなというふうに思っています。

そのために目新しい変化はないわけですが、ま

ず指揮命令系統が一本化され、館を代表する館

長の理念やビジョンがより反映されるのでない

かというふうに思っていますし、法的なふぐあ

いも解消されると考えております。それによっ

て地域課題に即した生涯学習や、その成果とし

ての地域づくりが展開され、自主・自立、協働

のまちづくりを目指した住民主導型の長井方式

が進展されるものと考えております。 

 また、公民館主事については専門性が必要で

あるため、数年でかえる考えではなく、継続し

て雇用していくことを念頭に置いています。こ

のことから指定管理者制度に移行しても給与な

どを含む身分についても継続することと考えて

います。この春に各地区の運営協議会、館長会

等でも主事の継続と身分について十分配慮して

ほしいとの意見が多くありました。 

 大道寺議員の方からは公民館主事を直営の嘱

託職員にする方法もあるのでないかとのご提案

ですが、嘱託職員は長井市では非常勤特別職に

位置づけられています。日額で支給される特別

職と月額支給される特別職がありますが、月額

支給される中で週に数日出勤する特別職のこと

を長井市では嘱託職員と言っているようです。

これは非常勤嘱託職員取扱要綱の中で規定され

ていますが、地区公民館長や古代の丘の館長が

該当します。週に２日ないし３日の出勤をする

者です。週５日の出勤を必要とする公民館主事

には合わないというふうに考えています。 
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 まず先に、まちづくり事業が主になる可能性

が高いのではないかというご質問でございます

が、教育委員会では長井市の生涯学習中期振興

計画、公民館の振興計画、また年度の教育方針

である長井の教育に沿った公民館運営をしてい

ただくつもりでございます。社会教育法の設置

目的に沿った生涯学習を中核にしながら地域課

題に即した住民主導型の協働のまちづくりにも

無理なく取り組むことも必要かと考えています

が、まちづくり事業が主ではなく、これまでの

公民館運営を主にしながら地域づくりという視

点から事業推進の見直しも図ってほしいと考え

ているものです。 

 また、定時補助職員は、短期雇用の事務補助

を目的に雇用される職員ですから、継続雇用で

専門性を高める常勤の公民館主事には合わない

というふうに考えているところです。 

 次に、経費の縮減、住民サービスの向上につ

いてということで私の考えを申し上げたいとい

うふうに思います。 

 経費の縮減についてですが、まずこれまで長

井市の公民館の職員が正職員での運営であれば

かなりの経費縮減になるところですが、長井市

の場合は直営といっても業務委託でしたので、

経費の縮減につながっているとは考えていませ

ん。住民サービスの向上のために客観性のある

事業費の見直しなどで、むしろ今の事業費より

各公民館ともにアップするのでないかというふ

うに思っています。 

 加えて事業の推進には、いかに地域内の地縁

団体やコミュニティと連携を密にし、自主・自

立と協働のコンセプトを進めるかにあると思い

ます。それぞれに責任を持っていただきながら

各事業に取り組む運営なども重要かと考えてお

るところです。 

 ただ、中央公民館を廃止し、その機能とか事

業を文化生涯学習課や中央地区公民館に移すこ

とによって教育委員会全体としては人件費の削

減は可能と考えています。  また、市長部局との連携の部分でございます

が、これまでは総じて直接に地区公民館との調

整を進めているものでした。こういった方法を

改め、やはり教育委員会と調整を図った上で各

地区公民館との連携に取り組む、こういった進

み方を考えてございます。 

＋
 住民サービスの向上の件に関しては、受託団

体の組織づくりがかぎになるのでないかと考え

ています。あくまでも受け身の姿勢でなくて自

治公民館のように自主・自立の精神が大事と思

っています。そういう意味で現在の運営協議会

とはこれまでいろいろ話し合いを持ってきたと

ころですし、運営協議会の方もそういう機運が

徐々に出てきているのでないかと感じています。

各地区公民館にあっては、生涯学習を中核にし

ながら地域課題を明確にし、地域づくりのビジ

ョンを持って事業を展開することで地域住民に

親しまれ、地域の核となる公民館づくりを目指

していただきたいなというふうに考えていると

ころです。以上です。 

 加えて情報提供につきましても、やはりこれ

まで以上に密に行い、進むこととしたい考えで

あります。 

 地域格差についてでございますが、この春か

ら各運営協議会等々で説明を申し上げ、ねらい

等をもちろん説明を申し上げたところですが、

そこでもやはり地域の格差という部分のご意見

が多くございました。大きな課題ととらえてい

るところですが、指定管理者となる運営協議会

とはやっぱり指定後につきましても館長会や主

事会などを重ねながら、やはり格差の出ないよ

うな部分で努めてまいりたいと考えているもの

です。 

○佐々木謙二議長 平 正行中央公民館長。 

○平 正行中央公民館長 おはようございます。 

 私には３点のご質問がございましたので、順

次説明を申し上げるものです。 

―８１― 
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 ２つ目でございますが、地域コミュニティ事

業の具体的な内容と今後の展開についてお答え

を申し上げます。 

 例といたしましても豊田地区では、「とよだ

ふる里振興会」という新たなコミュニティが立

ち上げられましたが、そういった立ち上げと運

営のあり方についての協議を深めています。 

＋ ＋

 中央地区公民館におきましては、地縁関係が

薄らいだ現況に対応する、対処する「都市型公

民館」というものを標榜しながら、そういった

ところに焦点を上げて模索を図る部分でござい

ます。 

 地区公民館の全般の部分では、その目的に沿

った部分ではありますが、やっぱり先進的なと

ころを視察を行い、それをもとに協議を重ね、

よりよい公民館づくり、またコミュニティの構

築を図ることにその事業費を考えております。

多くは、この秋から視察が始まったりする部分

ではありますが、その前の考え方が今出されて

いるものが主でございます。 

 目的は、議員からお話があったとおりでござ

いますが、地域の核となる公民館のための組織

とその運営、あと協働、自主・自立のコミュニ

ティの強化策、大きくこの２つでありますが、

その模索に充てたいという部分であります。こ

れまで視察等の事業は残念ながら予算的な部分

もありまして組めずにおりまして、こういった

機会に先進地を勉強しながら公民館のよりよい

運営方法を吸収し、今後の経営とコミュニティ

構築の一助としたい考えであります。 

 今後の展開といたしましては、それぞれの地

区におきまして公民館運営の活性化と地域の団

体等との協働による新たな事業等への展開が期

待をできるものです。しかし、この当事業を整

理、分析した上で来年度以降の施策構築を図り

たいと考えているものです。 

 ３点目でございますが、21年度から全館実施

できるのかというところであります。平成20年

度に入りまして全部の運営協議会で説明会を実

施をしております。理解を得られるように図っ

てまいりました。また、地区内の地縁団体等の

さらなる協力も必要と考えられますので、地区

長会、分館連等でも説明を申し上げたところで

す。 

 また、今月、９月にもやはりもっと詳しいと

ころの部分で説明をしてほしいという要望もご

ざいますので、要求に応じて説明を実施する考

えであります。そこでは制度の内容や制度に対

する教育委員会の考え方と方針、その目的や導

入後の想定などを説明を申し上げてきました。

そこでは協議会のご意見としては、協議会の運

営の部分の基本はボランティアでやっているの

だ。だから賠償責任の考えという部分は課さな

いでもらいたい。あと地元負担、中央地区以外

の各地区については公民館事業に負担をして運

営をしてるわけですが、この地元負担が増加す

る前提であってはならないのではないか。あと

館長等の選出、これは地元ですることになりま

すが、この選出の方法をどうすればいいかとい

う心配。あとこれまで以上にやはり教育委員会

とは連携を図ってほしいということ。あと先ほ

ど申し上げましたが、地域の格差が出ないか心

配である。あと公民館主事の身分、63年度以降

変わってまいりましたが、公民館主事の身分、

その考え方をしっかりとしてほしいなどなど多

くの耳の痛いご意見もありました。こういった

ご意見を十分に反映をいたし、そういった内容

でご提案を申し上げています。十分な100％と

まではいきませんが、これからもその要望に沿

って説明を申し上げ、理解を深めるものですが、

十分な協議のもとでありますので、ご理解が得

られたものと考えておるところです。 

 それから６地区館同時に導入できるものと考

えているものです。以上でございます。 

○佐々木謙二議長 遠藤健司企画調整課長。 

○遠藤健司企画調整課長 おはようございます。 
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○齋藤理喜夫商工観光課長 おはようございます。  大道寺議員のご質問にお答え申し上げます。 

 大道寺議員の質問に答えさせていただきたい

と思います。 

 ご質問のこれから始める経済再生戦略会議、

今までの施策の整理あるいは反映をどうするか

というようなことでございます。  私の方の質問につきましては、雇用創造促進

事業の成果と課題及び今後の展開はというふう

なご質問でございます。 

 議員おっしゃいますとおり、現在の産業施策

の振興の施策あるいは方向性で効果のあるもの、

誤りのないもの、先進的なものは戦略会議の中

で的確に判断し、評価しなければならないとい

うふうに思いますし、構想を策定する際のスタ

ートの一部になるというふうに考えております。 

 数値的な状況につきましては大道寺議員がお

話しなさったとおりでございますが、観光関係

につきましては当初の計画を上回る成果を19年

度まで上げることができてございます。19年度

に採用された51名のうち正規雇用者は20名、非

正規雇用は31名というふうに見てございます。 

 例えば工業振興策ですが、小規模事業所操業

支援補助金というものがございます。ご案内の

とおり、小規模事業所が二次展開の場所として

工場用地を求めている場合、他の市町、自治体

への移転を防いで長井市で継続して事業をして

いただくというための支援策であります。この

制度は、当市の産業集積を守って、その結果、

当市がものづくりの地域としてのブランドを形

成し、地域の受注の確保に貢献するということ

を目的としております。こうした施策は、工業

振興構想の分科会の中で有効な施策として評価

いただければ、これを維持、推進、強化という

ふうなことになると思います。 

 観光物産関係に係る成果といたしましては、

商品開発講座あるいは各種のセミナー等を通し

まして20年度長井のおいしさ発見の旅というふ

うな形で取り組むことができました。事業者の

皆さんとともに外部から人を呼び込み、どうも

てなすかといった実験的な事業を行うことがで

きた。このことにつきましては数値的な成果以

上に次年度以降に向けての大きな成果であった

かなというふうに感じてございます。 
＋

 それから製造業関係につきましては、19年度

までの目標を達成することができなかったとい

うふうな状況がございます。製造業関係につき

ましては、就職希望者の企業内研修を支援する

というふうな事業を中心に進めてまいったわけ

でございますが、目標を下回っているというふ

うな要因につきましては、まず本制度が高校に

在学している生徒さんについて企業内研修をさ

せることができなかったというふうなこと。そ

れからもう一つは、この間、有効求人倍率がか

なり高いものになって、外から、市外からの求

人がふえているというふうなかなり切迫した状

態の中で企業者としてすぐにでも採用したいと

いうふうな状況がありまして、この事業に対す

る申請が伸びなかったというふうな状況がある

のかなというふうに思ってございます。 

 また、構想策定で検討いただく施策について

は、市民の皆さんの委員会の参加あるいは市民

の皆さんへのお知らせの中で意見を求めながら

具体の施策として検討される俎上に上げていき

たいというふうに考えております。 

 今年度以降のスケジュールについては、３月、

市長が答弁申し上げたとおり取り組んでまいり

ます。 

 地域経済の活性化のために推進すべきプロジ

ェクトは、ほかの施策等の効果あるいは優先度

などを比較した上で、その実施に向けて財政計

画等庁内との調整を図り取り組んでいく必要が

あるというふうに考えております。以上でござ

います。 

 それから19年度からハローワークを窓口とし○佐々木謙二議長 齋藤理喜夫商工観光課長。 
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て同じような求人セット型委託研修事業という

ふうな、委託訓練事業というふうな名称のよう

ですが、そういった同じような事業がほかの機

関でも行われたというふうなこともその加えて

の要因ではなかったかというふうに考えてござ

います。 

＋ ＋

 今後の展開についての方向性でございますが、

雇用の拡大のためには、やはり事業者の収入を

上げるということが基本になるだろうというふ

うに考えてございます。このため観光物産関係

につきましては、今年度までの取り組みの成果

あるいは経験というふうなものを活用しながら、

さらにイベントだけに頼るのでなくてフットパ

スあるいはオープンガーデン、さらに歴史的建

造物等を活用して１年を通してにぎわいができ

るような仕組みをつくり上げていくかというふ

うな点であろうというふうに思ってございます。

この点については、来年度が重要なポイントで

あるというふうに考えてございます。 

 それから製造業につきましては、とりわけ安

定的な受注の拡大といったものが必要でござい

ます。大企業の東北進出といった好機あるいは

長井市のものづくり力のネームバリューがある

程度出てきているというふうなことを生かしな

がら受注の拡大に地域としてどうやって取り組

むかというふうなこと、それから新しい受注に

対して地域としてどうやって取り組んでいくか

というふうなそういったふうな体制をつくって

いくということが重要になるのかなというふう

に考えてございます。これまでの人材育成に係

る招致施策というふうなものを基本としながら、

さらに本年度からスタートしてございます受注

拡大等に資するネットワーク形成事業などによ

ってこうした課題に取り組んでいく必要がある

だろうというふうに認識しているところでござ

います。以上でございます。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 それぞれお答えいただ

きまして、ありがとうございました。 

 最初に、公民館の関係でもう一度、再度質問

を申し上げたいと思いますけれども、まず市長

にお伺いしたいのは、このまま進めれば地域力

というか、それがつくんで、それがついていく

のが市長おっしゃる地域の核となる公民館とい

う目指す姿というお話なんですけれども、長井

方式という民間主導というか住民主導型という

のは、それは長井としては画期的に早かったん

ですけれども、しかし、この指定管理者等が入

ってきてるという実態は、もう世の中自体が民

間主導、住民主導をねらっているわけですから、

長井方式のさらに進めるということが何も目新

しいことじゃなくて、今、全国で展開してるの

は、むしろ公民館そのものを要はもっと広げて

コミュニティセンターというか、一部では市の

出先の窓口だったり、まちづくりを指導する組

織だったりしているわけです。そういうのが今、

全国的な動きなんですね。 

 過日総務・文教常任委員会の視察でも花巻市

に行ってまいったわけですけれども、ここは振

興センターという名前で、直営なんですが、合

併したばかりですから、それぞれ合併に対応し

て地域の自治というか、地域分権というか、そ

ういうものを目指すために振興センターという

格好に衣がえしながらやってるという事例を見

てまいりました。「小さな市役所を目指す」、

こういうふうに言っておられるわけですけれど

も、そこで単純に言うと住民証明というか、そ

れがそこに行けばとれるという方式。あるいは

まちづくり事業の事業費を２億円とかと言って

おりましたが、２億円擁して各センターごとに

配分しながら、その使い道はそこで全部決めて

もらおうと、こういう方式で進んでいたという

事例を視察してまいったんですけれども、動き

としてはそういう動きなんですよね。 

 ですから私は、お聞きしたかったのは、最終

の姿というのは今、社会教育法に基づく生涯学
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習を中心とした公民館というあり方なんですね、

長井の場合は。でもそういうのが最終ですかと。

合併も考えておられるというきのうの議論もい

ろいろあるわけですから、それから市長が言っ

ておられた今までの方針なりを踏まえた場合に

今やろうとしてる指定管理者のあり方が最終的

なんでしょうかと、そのことをちょっとお聞き

したかったもんですから、その考え方について

もう一度。今後の展開としてどうするかという

問題だと思いますけども、ぜひその辺について

お考えをお伺いしたいと思います。 

○佐々木謙二議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 お答えいたします。 

 大道寺議員がおっしゃいますように、私も当

初これから地区公民館のあり方を考えた場合に、

ただいま視察行かれたお話をされましたけども、

例えば地域でそういった事業の使い方について

も地域内で考えながら、その優先順位を決めて

いくとか、そういったいわゆる自治体内の地域

内分権ということの一つのあり方として地区公

民館を考えていきたいなというものは当初はあ

りました。しかし、昨年からいろいろ地区公民

館の館長さんあるいは運営協議会、主事の皆さ

んと私も２回ほど話し合いちょっとはまらせて

いただきましたけども、その中でなかなか理解

を得られないなというふうに思ったところでし

た。結局行政の出先機関みたいな形で地区公民

館をされてしまうんじゃないかと。今までの社

会教育を中心とした地域づくりがサブなわけで

すけども、そういった形ではなくて、何かいか

にも行政から突き放されるといった誤解がどう

もあるのではないかなと。ですからこれはある

程度地元の皆様のそういった機運を待ちながら

段階的に進めていく方法もあるなというふうに

思ったところでした。 

 最終形がこの今回の指定管理者制度なのかと

いうことにつきましては、まず一つは、市町村

合併なった場合これがどうなるかというのは確

かに不確定なんですが、ただ私としては、この

近くでは例えば川西町なんかでは、私とも考え

が一致してるんですが、協働のまちづくりを進

めていく一つの本当に市民一人一人のものにし

ていただくために、こういった地区公民館の活

動のあり方ということを地域に問いかけたいと

いうスタイルを私もとりたいなと。例えば川西

だったら吉島のコミュニティセンターとか地区

公民館の運営なんかですけども、そういったこ

とを念頭にまず今回は指定管理者制度を教育委

員会中心に進めていただいたと。少し状況を見

ながら地元と意見交換をしながらやっぱりこれ

からは考えていくべきじゃないかなというふう

に思っております。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 時間もありませんので、

教育長にもう一度お伺いしたいんですが、何が

変わったのかという質問に対しては、結局はあ

んまり変わらないということなんです、答弁を

お聞きいたしますと。言いましたように、地域

づくり、まちづくり事業を明確にしたと。今ま

では明確でなかったけど、実際やってたという

ことですから、それを明確にしたことと、さっ

きずっとおっしゃるように指揮命令権によって

非常に運営がやりにくいんだということで、そ

れを同組織にすれば全然問題ないということで

指定管理者だと。だから指定管理者によって何

かこういうふうに変わるんだというものってさ

っぱり見えてこないのです。言葉でいろいろ出

てます。これ読んだら物すごいわかりにくくて、

私、多分頭悪いからと思うんですが、理解でき

なくて悩んだんですけど、ずっと要約してみる

とそういうことなんですね。だからもっとそう

いうことですきっといった方がいいというふう

な気もするんです。だから基本的には、それや

ってみて、これから展開どうなるかということ

が一番問題なわけですよね。その運営協議会の

皆さんも戸惑ってるんですよ。何が変わるんで

＋
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 さっき言ったように、直営で嘱託職員なり定

時職員だめだというのは、要はそうなれば主事

の待遇下がるからだって、それ言っちゃったら、

それはじゃあ指定管理者するしかないんじゃな

いですかという結論になっちゃうんですよ。だ

から嘱託職員はこういう制度だ、定時職員はこ

ういう制度だ、これは内規でつくる部分ですか

ら、長井市として今までそうしてきたけども、

公民館はそうでないと決めればそれでいけるわ

けですよ。だからそういう検討がされないから

私は指定管理者制度ありきじゃないかと前から

申し上げてるんです。要は問題は、受ける側が

どういうふうに展開できるかと、それが本当に

自分のものとして指定管理者できるかというこ

となんだ。ほかのところと違うのは、非公募で

すから、というか今まで運営協議会ありますか

ら、そこにやるしかない。だけどそこの組織は

指定管理者に合うように変えてくださいと。こ

れすべて行政主導で今回やってるということな

んですよ。だからそこのところをもっとやらな

きゃいけないありきじゃなくて、それでいろい

ろ検討した結果、やっぱり指定管理者しかない

から、それをどうやってした場合に本当に公民

館が指定管理者にふさわしいものになるかとい

うことを、また運営協議会の皆さんなり地区の

ところともう一度その辺ではきちっと話ししな

いとだめじゃないかということが１点と、これ

から協定結ぶわけですけども、このリスクなり

分担にいくと、全部ばらばらなんですよ。施設

によって使用料取るところ、取れないところも

ありますし、取れないところというのは指定管

理者に入ってくるところと行政に入ってくると

ころあるし、その施設が農林だったり教育だっ

たりって違うんですよね。建てたときのあれが

ありますから。そうすると協定書も全部変わっ

てくる。協定書でこのある地区がここのリスク

はおれたち背負えないから背負うようにしてく

ださいと言ったら、そこやるんですか、ばらば

らになってしまうという問題もあるんです。そ

の辺のところをもう一度やっぱりきっちりと私

どもに示していただかなきゃいけないところも

あるんじゃないかと思うんですよ。私はそうい

うふうに解釈してるんですが、教育長、いかが

でしょうか。 

○佐々木謙二議長 大滝昌利教育長。 

○大滝昌利教育長 まず嘱託職員ですね、市独自

で決めたらいいでないですかというふうなお話

でしたけど、私も最初そう思っていろいろ事務

局なりで話をしました。ところが今定時職員の

規定あるわけですよね、給料表も。例えば何か

の嘱託職員とかという名目で別な規定をつくっ

て別の給料表をつくって、ちょっと今の公民館

の主事に合うような給与をつくったとすると、

やっぱり何かそれは指導を受けるじゃないかと。

正職員にしなさいというようなことが来るんじ

ゃないかというふうなことも聞いていますし、

そういうことでそういう断念をしたという経緯

もありますけども、まず運協ともう少し話し合

いをしたらいいんでないですかというようなお

話ですが、もしも、後で髙橋孝夫議員の方から

もいろいろあるようですけども……。済みませ

ん。運協の方とは、もしもそういう状況であれ

ばもう一度話し合いはしていきたいというふう

に思いますし、リスク分担についてもいろいろ

運営協議会の方とこれまで話し合いをしてきま

した。確かに利用料ですか、農林と文科省の方

の施設で入ってくるところと入ってこないとこ

ろがあるんですね。そういうふうなちぐはぐな

面も出てきていますので、その辺についても事

務局の方でも話をした経緯があります。今お話

がありましたので、もう一度その辺について検

討をさせていただきたいというふうに思います。 

○佐々木謙二議長 ４番、大道寺 信議員。 

○４番 大道寺 信議員 時間ありませんので、

また別の機会、常任委員会もありますから、さ
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せていただきますけれども、後で髙橋孝夫議員

も質問されるということですから、また別の機

会に質問させていただくことにいたしまして、

質問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

 

 竹田博一議員の質問 
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○佐々木謙二議長 次に、順位７番、議席番号１

番、竹田博一議員。 

  （１番竹田博一議員登壇） 

○１番 竹田博一議員 私は、通告している２点

について質問いたします。 

 １番目の市の基幹産業である農業について、

市長、農林課長にお伺いいたします。 

 本市の農業が重要な産業であることは、だれ

もが認めるところであります。平成20年度施政

方針では、「農産物のブランド化を図り、レイ

ンボープランの里からとして全国に売り出す取

り組みに努力し、生産、加工、販売の６次産業

を支援する」と述べられました。 

 また、「19年度から導入された品目横断的経

営安定対策、農地・水・環境保全向上対策の着

実な推進を図り、エコファーマーの認定を受け

た農家が化学肥料や農薬を大幅に減らした先進

的な営農活動を行う事業に支援する」と述べら

れております。 

 今農業の抱える大きな問題の一つが高齢化で

あり、戦後の農業人口で大きな固まりとして推

移していた昭和１けた世代が今も農業を支えて

いるのが現実です。この世代が今後10年で第一

線からリタイアしていくのは必至です。幾ら農

業が定年のない仕事とはいえ、働く人口の半数

以上が60歳以上の高齢者であるというのは産業

としての未来が明るいとは言いがたいのは確か

だと思います。国の農政による環境が厳しくな

り、農業で収入を得るよりそれ以外で収入を得

ることの方が簡単な時代になり、自分たちの子

供に農業を継がせようともしませんでした。そ

の結果、新規就農者は確実に減り続けてしまい

ました。最近になって食や農への関心が高まり、

会社員から転職したり都会から移り住んだりと

農家出身でない新規就農の数が少しずつ上向き

になっている傾向が見られますが、今の段階で

は農業人口の動向を変化させるほどの数ではあ

りません。 

 （１）の就農者の高齢化と後継者についてど

のように考えておられるのか、お伺いします。 

 ことしも米価が低迷しております。１俵60キ

ログラム当たりコシヒカリで１万1,000円ぐら

い。30年前の価格であります。当分上がる気配

はありません。生産費の方は、燃料、資材、農

薬、肥料、機械等々軒並み上昇しております。

差し引きすると何も残らない状態になります。

規模拡大や先進的な農業をし、黒字経営を目指

すも肝心の米価の低迷により大変苦しい経営を

強いられております。その結果、年を追うごと

に遊休農地や耕作放棄地が増加しております。

農業の疲弊によって農業関連の企業、そして商

店街の活性化にまで影響が予測されます。 

 ９月２日の山新の記事で県ややまがた農業支

援センターが県農業再生委員会（仮称）の年内

設置に向け準備を進めているとのこと。再生委

員会は、農家の減少や高齢化の進展による担い

手不足、耕作放棄地の増大など危機的な農業情

勢の中、経営難に陥っている農家の再生を後押

しするもの。一方、廃業などによる田畑や農機

など農業経営資源の整理継承を支援するとのこ

と。私は、この記事を読んで、このままいくと

農業の将来はこれでいいのかと不安になった次

第です。 

 伊佐沢地区では、数年前から中学生の修学旅

行の一環としている体験農業を受け入れており

ます。ことしも仙台市の高森中学校、千葉県八
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